
〇給付金額 

一律 １０万円（※申請期間内の給付金の支給は１事業者につき１回限りです。） 

 

〇支給対象 

① 町内に本社又は事業所を置く中小企業者等又は町内に住所を有する個人事業主で

あること。 

② 令和５年１月～１２月のいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月の売上と

比較して２０％以上減少していること。 

または、令和５年分の経常利益（事業収入から売上原価及び経費を差し引いた金

額）が、前年又は前々年の同年分の経常利益と比較して１０％減少していること。 

③ 令和４年１月以降に開業(事業継承、法人化及び茨城町外から茨城町への移転開業を 

含む。)した者にあっては、開業した月から令和４年１２月までの月平均の売上と、 

令和５年１月から１２月でのいずれかの月の売上と比較して２０％以上減少した 

月があること。 

④ 令和４年１２月以前に事業を開始しており、今後も事業を継続する意思を有する

こと。 

⑤ 本給付金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること。 

⑥ 茨城町暴力団排除条例に定める暴力団等でないこと。 

⑦ 大企業が資本金の２分の１以上を所有していない、又は役員のうち２分の１以上

を占めていないこと。 

  

令和５年度茨城町事業継続緊急給付金 

中小企業者・個人事業主の皆様へ 

～エネルギー・食品価格等の物価高騰に係る支援事業～ 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて業績が悪化したことにより、継続的な

事業運営が困難となっている町内の中小企業者又は個人事業主のみなさまに、事業全般に広

く使える給付金を支給します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇新規開業特例 

 

令和４年１月以降に開業した場合 

開業した月から令和４年１２月までの月平均の売上を、令和５年１月から１２月ま

でのいずれかの月の売上と比較して２０％以上減少している場合には、支給対象と

なります。 

 

 

（例：令和４年９月に開業した場合） 

 

 

令和４年 

９月 １０月 １１月 １２月 月平均 

１００ １００ １００ １００ １００ 

 

 

 

 

 

 

令和５年 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

１００ １００ １００ １００ １００ １００ 
 

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

１００ ９０ ８０ ９０ １００ １００ 

 
  
 

２０％以上減少している 



 

 
 
 

〇申請期間 

令和５年９月１日（金）から令和６年２月２９日（木）まで（当日消印有効） 

※予算額に達した場合は、その時点で給付金の申請受付は終了となります。 

 

 

〇申請方法 

下記の書類を、町生活経済部商工観光課に提出してください。 

 

 

 

〇提出書類 

【１】「事業継続緊急給付金支給申請書兼請求書」（様式第１号） 

   不備がある場合、給付金の入金ができませんので、記入間違いが無いよう作成してく

ださい。 

【２】「誓約書兼同意書」 

【３】「事業を営んでいることが確認できる書類」 

   （全部事項証明書、直近の確定申告書、営業許可証、事業所の賃貸契約書等の写し） 

【４】「売上高等の根拠となる資料」 

（決算書等の月別売上が分かる資料及び比較月の売上台帳の写し等） 

【５】「申請者が指定する給付金の振込口座が確認できる書類」 

【６】「納税証明書」 

【７】開業時期が確認できる書類 

 

問合せ先 

茨城町生活経済部商工観光課 

ＴＥＬ：０２９－２４０－７１２４ 

茨城町商工会 

ＴＥＬ：０２９－２９２－５９７９ 


